
 

 

 

 

福祉生活病院常任委員会資料 
 

（令和４年１１月２１日） 

 

 

【 件 名 】 

 

○ 鳥取砂丘こどもの国開園 50 周年に係る記念イベントの実施等について 

  （子育て王国課）・・・・２ 

 

○ 鳥取砂丘キャンプ場（仮称）運営事業の今後の進め方について 

                        （子育て王国課）・・・・３ 

 

○ 青少年の健全育成の取組状況について       （子育て王国課）・・・・４ 

 

○ 児童相談所の体制強化に向けた検討状況等について  （家庭支援課）・・・・５ 

 

○ とっとりリトルベビーハンドブックの作成について  （家庭支援課）・・・・７ 

 

○ 鳥取県私立高等学校総合支援金に係る個人情報が記載された書類の誤送付の発生

について                   （総合教育推進課）・・・・９ 

 

○ 令和４年度第２回鳥取県総合教育会議の開催結果について           

                      （総合教育推進課）・・・別冊 

 

 

 

子育て・人財局 
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鳥取砂丘こどもの国開園 50 周年に係る記念イベントの実施等について 
 

令和４年１１月２１日 
子 育 て 王 国 課 

令和５年５月５日に鳥取砂丘こどもの国が開園 50 周年を迎えるにあたり、こどもの国の開園 50 周年
を祝い 50周年イヤーを盛り上げるとともに、こどもの国での遊びやイベントを県内外へ広く周知するた
めの記念イベントを実施することとし、その開催方針等について報告します。 

１ 50 周年記念イベントの開催 

 （１）開催方針 

・50周年イヤーが始まる４月に機運醸成のためのイベントを実施し、５月５日には 50 周年記念遊 

具のお披露目式を含む記念式典を実施する。 

 ・５月５日はゴールデンウィーク期間中であり、１日で大々的にイベントを実施することは駐車場 

確保や園内の混雑による安全対策の面で課題が多いため、数日に分けて実施することで、来園者 

の安全を確保するとともに、リピーター獲得を目指す。 

 （２）実施日 

   ①50 周年に向けた機運醸成イベント：令和５年４月１日（土）、同月 29日（土）の２日間 

   ②50 周年記念イベント（遊具お披露目式を含む）：令和５年５月５日（金）午前中 

 （３）主 催 鳥取県 

 （４）その他 指定管理者は、４月から年間を通じてイベントを企画・実施予定 

２ 50 周年記念遊具の整備 

６歳までの低年齢児をターゲットとした“ちびっこエリア”を新設し、全身を使って遊ぶことので

きる遊具整備を行っており、いずれの遊具も供用開始は令和５年度中を予定している。 

  ＜整備予定の主な遊具＞ 

 ・全天候型屋根付きふわふわドーム（トランポリン遊具、天候に左右されず遊ぶことができる） 

 ・リズム噴水（吹き出す水に触れて遊び、涼んだりと体感して楽しむことができる） 

・キャラクター公園（人気キャラクターの公園を整備） 

・インクルーシブ遊具（誰でも安全に安心して遊ぶことができるよう工夫されている） 

＜供用開始時期（予定）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

  今年度実施した「こどもの国魅力向上に向けた検討会」での意見及び障がい関係団体への意見聴取

の結果を参考にしながら、引き続き施設の整備・管理運営を行っていく。 

 ［主な意見］ 

  ・障がいのある子ども、そうでない子どもが一緒に安全に遊ぶことのできる場所を作ってほしい。 

  ・手ぶらで気軽に１日遊ぶには、食事をする場所が少ない。キッチンカーを呼んでほしい。 

 〔遊具イメージ〕 
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鳥取砂丘キャンプ場（仮称）運営事業の今後の進め方について 
 

令和４年１１月２１日 
子 育 て 王 国 課 

本県及び鳥取市が鳥取砂丘西側エリアに所有する３施設（旧サイクリングターミナル、旧柳茶屋キャン
プ場、こどもの国キャンプ場）を活用して行うキャンプやグランピングを中心とした民間サービスを提供

する「鳥取砂丘キャンプ場（仮称）運営事業」について、９月 16 日付けで優先交渉権者の資格を取り消
しました。 

事業実施に向けて新たな事業者を選定するための今後の方針について、10月 28 日に開催した「鳥取砂

丘の観光振興、活性化及び保全における鳥取県と鳥取市との連携協約」に基づく県市連携協議会において
協議、決定しましたので報告します。 
 

１ 新たな事業者選定の方法 
 公募型プロポーザル方式（再公募） 

 

２ 再公募時における前優先交渉権者（鳥取砂丘ムーンパーク）の参加資格について 
  原則、同じグループでの参加は認めない。ただし、構成事業者単位による応募など、個々の参加は認 

める。 

 
３ 再公募に向けた主な見直し点 

・公 募 期 間 の 拡 充 ⇒ 募集開始から締切まで３カ月程度の期間を確保（前回は１.５カ月） 

・審 査 体 制 の 強 化 ⇒ ①従前の「参加資格審査＋本審査」に「専門家による財務審査」を追加し
た３審査体制とする。 

⇒ ②資金確保が客観的に証明できる書類等の提出を必須とし専門家が審査 

⇒ ③審査委員を中小企業診断士［※］、公認会計士［※］、金融機関［※］、
未来会議、弁護士、観光事業者２、県、市の９名体制とし、前回から２
名増。審査委員の所属・氏名は事前に公表。（※財務審査は３名が実施） 

  ・次点交渉権者を規定 ⇒ 優先交渉権者以外に次点交渉権者の扱いを規定 
・従前利用者への配慮 ⇒ ３施設の従前利用者（主に小学校の宿泊学習、社会教育団体等の自然体 

験活動等）への配慮を提案の必須項目として追加 

 
４ スケジュール 

時期 内容 

令和４年 11 月下旬 第１回審査会の開催（募集要項案に対する意見聴取） 

令和４年 12 月上旬 募集開始  

令和５年３月上旬  募集締切 → 参加資格要件審査（事務局） 

令和５年３月中旬 第２回審査会の開催（専門家による財務審査） 

令和５年３月下旬 第３回審査会の開催（プレゼンテーション審査） 

令和５年４月中旬 優先交渉権者の決定及び公表  

令和５年６月議会 財産無償貸付議案の附議 

令和５年７月上旬 基本協定等の締結 

令和５年８月１日 施設引渡し 

令和６年３～４月頃 開業 ※段階的な開業も可とする 

※募集期間や開業時期など、応募者側のニーズ等を踏まえながら設定 
 

５ 対象施設の現在の状況（３施設とも閉鎖中） 

３施設を一体的に活用する管理道を整備するとともに、今年度に以下の工事を実施予定。 
・旧サイクリングターミナル ⇒ 自転車格納庫、サイクルポート、浄化槽設備等を解体撤去（市） 
・旧 柳 茶 屋 キ ャ ン プ 場 ⇒ 公衆用トイレの洋式化、外観改修（市） 

・こどもの国キャンプ場 ⇒ こどもの国との境界を区分する囲障等の整備（県) 
 

６ 対象施設の暫定使用について 

対象施設の閉鎖期間が長期化することから、優先交渉権者の決定以降、施設の引渡しまでの間（５ 
月から７月頃）、従前の利用者（主に小学校の宿泊学習、社会教育団体等の自然体験活動等）を対象と
する暫定使用について検討を行う。 
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青少年の健全育成の取組状況について 

令和４年１１月２１日 

子 育 て 王 国 課 

県民総ぐるみで青少年健全育成運動を展開しているところであり、この度、地域で青少年に直接関

わり青少年の健全育成に取り組む関係団体と協働した事業等を実施しましたので報告します。 

１ 子ども王国わくわく体験フェスタの開催 

少子化等による子ども会の数・会員数の減少により、子ども会活動も縮小す

る中、集団活動や体験活動を通じ子ども同士の交流を通じ、子ども会活動の活

性化を図るため、令和４年度新たな取組として開催した。 

（１）開催日等 令和４年10月22日（土）、23日（日） 

       鳥取県立大山青年の家、鳥取空港を主会場に１泊２日で実施 

（２）主  催 鳥取県子ども会育成連絡協議会 

（３）参 加 者 子ども会の会員（小学４～６年生、69名） 

（４）内  容                               

フィールドワーク(豪円山､大神山神社周辺)､防災体験(新聞スリッパ､ 

段ボールトイレ作りなど）、星取り体験、鳥取空港バックヤード見学  

(滑走路､化学消防車放水見学等)､お仕事見学(機内アナウンス体験)、 

奉仕作業          

（５）参加者・保護者・団体からの声 

  ・始めはとってもドキドキしたけど友達が一杯できてうれしかった。仲間 

として活動できた。 

  ・滑走路をバスで走って回る活動は一生忘れない。 

・鳥取県にはたくさんいいところがあって、もっと鳥取県が好きになった。 

  ・誰も知らない人ばかりで大丈夫かなあと心配だったが、協力したり一緒に

楽しんだりして友達を作る体験ができてありがたかった。 

・コロナで近年、交流事業等は実施できていない。広く呼び掛けたところ、

子ども会組織のないところからも多くの参加があり、交流の輪が広がった。 

・ジュニアリーダーの育成につながる良い機会となった。次年度以降も取組を続けたい。 

２ 第56回青少年育成鳥取県民大会の開催 

  青少年の健全育成に向けた取組を行っている青少年育成鳥取県民会議における活動を県民運動と

して広く広げていくため、「全国青少年健全育成強調月間(11月)」の一事業として開催した。 

（１）開催日 11月６日(日)午後１時30分から午後４時 

（２）会 場 大栄農村環境改善センター 多目的ホール 

（３）主 催 青少年育成鳥取県民会議,青少年育成北栄町民会議 

（４）内 容 

  ア 青少年育成に係る各種表彰 

・SNSトラブル防止標語の啓発ポスター・啓発動画の上映 

・第44回少年の主張鳥取県大会表彰 

・青少年及び育成功労者表彰 

・第14回「家庭の日」絵画・ポスター作品優秀者表彰 

イ 講演「気がつけば・・・新☆青年団 ～持続可能な人づくりへの挑戦～」 

     講師:前南部町教育委員会教育長 永江 多輝夫（ながえ たきお） 氏 

３ 今後の取組 

引き続き、関係団体等と連携し、青少年の自信や誇りを高め、豊かな心を養うことにつながるよ

う、体験活動や家庭・地域の関わりの大切さを共有し、青少年の健全育成に向けた運動・取組を進め

ていく。 
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児童相談所の体制強化に向けた検討状況等について 

令和４年１１月２１日 

家 庭 支 援 課 

 

 

令和４年８月から「児童相談所の体制強化に向けた改善検討チーム」（チーム長・副知事、チーム員・総務部長、

子育て人財局長、関係課長等）で検討を行っている児童相談所の体制強化について、検討状況等を報告します。 

 

 

１ 児童相談所の体制強化 

（１）児童相談所からみた主な課題への対応 

次のとおり対応を検討中である。 

① 中堅職員による若手職員への指導が不十分。 

・業務改善を行うことにより指導助言の時間を確保するため、会議のあり方の見直し、業務のＩＣＴ活用や

外部への委託 

・児童福祉司一人あたりの対応ケース数を各児相間で平準化するため、児童福祉司等の定数増 

② 対応困難な案件が集中すると、適時な対応ができない。 

・児童福祉司が対応困難な案件に集中できるよう、退職した元児童相談所職員をスーパーバイザーや若手 

職員の補佐役として活用 

③ 県の組織の中だけでは、若い職員の経験の場や機会が少なく、福祉職としての基礎力が身につきにくい。 

・平成24年に作成した福祉職の人材育成計画を見直し、その計画に基づく体系的な研修（国指定研修、県

独自研修、所内研修）の企画立案・実施・受講管理を行うとともに、人材育成方針を作成するための職員

を配置 

・市町村や民間施設、本庁との人事交流の拡充（令和４年度から米子市と米子児相との人事交流を実施中） 

・退職した元児童相談所職員を若手職員の指導者として活用 

（２）児童養護施設からみた主な課題への対応 

① 入所打診の際の児童の情報が少なく、情報・状況を把握できないまま受け入れることがある。 

・入所打診の段階で、施設側が児童に関して特に重要視する情報（乳幼児期の生育歴など）を改めて確認し、

これらの情報共有はもとより、不足する情報の有無を入所前協議の時点で施設と児童相談所間で確認し、

不足する場合は、追加情報の共有の徹底を図ることにした。（令和４年11月～） 

② 担当児童福祉司による面会が年に１～２回程度の時もあり、関係性が深まりにくい。 

・児童福祉司が施設を訪問する際は、担当している児童に面会するとともに、施設行事等に担当児童福祉

司が参加し、児童と一緒に活動する、担当外の児童とも積極的にコミュニケーションを図るなど、児童と

児相との関係性の強化に取り組んでいる。（令和４年６月～） 

（３）児童相談所と施設など関係者間の情報共有 

① 一部の施設で令和４年４月から実施している取組 

・施設が実施する支援会議に児相職員が必ず出席するとともに、児相と施設間の意思統一や誤認防止のた

め、支援会議の議事録を共有 

・児童に関する情報の共有を強化するため、施設が全入所児童の状況を児童相談所に毎月報告 

② 今後の取組 

・児相と施設との情報共有システムの構築（※セキュリティ確保や個人情報の取扱い、情報共有の 

範囲など解決すべき課題が多く、施設への説明も必要であり、関係者である程度の時間をかけて 

検討していく。） 
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２ 児童養護施設の体制強化 

（１）指導監査の見直し 

① 現状     

ア 監査体制 

・母子生活支援施設を除く当課所管施設の指導監査は、平成22年４月から児童相談所が主体 

となって実施している。（中央・５施設、倉吉・２施設、米子・５施設） 

児童相談所・・・・・次長（事務）、相談課長など２～４名 

福祉監査指導課・・・法人指導監査員１名 

イ 監査状況 

・施設から提出のあった監査調書を基に、実地により施設監査と法人監査を同時に実施 

・例年、経理処理など施設運営についての指摘はあるが、児童の処遇に関する指摘はなし 

・施設を支援する立場の児相が施設の指導監査を実施するため、施設の状況をよく知っている反面、監査

で改めて指導しづらい状況 

② 監査体制の見直し 

・指導監査を客観的に実施するため、当課が主体となり、児相勤務経験者を加えるなど、適切な実施体制を検

討し、令和５年度から実施する予定である。 

（２）鳥取県児童養護施設協議会の取組 

ネット社会による対人関係の希薄化や新型コロナウィルス感染症の蔓延などから生じる「施設や職員の孤立」

という施設内の問題を防ぐため、施設間相互の連携強化に取り組んでいる。（令和４年９月～） 

・困難ケース検討会や施設運営の課題解決に、他施設や児相の職員、外部の専門家が参加してコンサルテー

ションを９月から実施している。 

・施設間連携を深めるために、新任職員や中堅職員の施設間交流（研修・運動会など）を令和４年９月から

実施している。（施設間交流を目的とした運動会には児相からも参加し交流を図った。） 

３ 重大事案を踏まえた改善状況 

令和３年８月の事案について、検証チーム会議から検証報告書が提出され、改善のための提言を受け、次の

とおり改善に向けた取組を実施している。 

  ① 一部児童相談所で実施している取組 

・入所児童支援、施設運営、施設職員の育成等について児童相談所が相談に乗り、助言を行うなど施設のサ

ポートを強化（令和３年９月～） 

・施設が児童に対して対応困難となった際の施設支援のあり方に関する所内検討会を実施（令和３年 11 月～） 

・３ヶ月に１回程度、児相管内の施設長で各施設の取組や課題を共有する会議や、県内の施設職員と３児

相職員の運動会などの交流の機会を設け、顔の見える関係づくりに取り組んでいる。（令和３年12月～） 

  ② 全体的に実施している取組 

・施設内で対応に苦慮する児童について、児相職員も同席の上、施設職員が児童相談所の嘱託医に相談し、

医師から助言を受ける体制を構築した。（令和４年４月～） 

・対応が難しい児童への支援を強化するため、児童相談所と施設が合同研修を実施したところであり、今

後も継続していくこととした。（令和４年７月） 

・県版アドボカシー（児童の意見表明を支援するとともに救済に繋げる制度）の令和５年度からの本格実

施に向けて一時保護児童等への試行を開始した。（令和４年10月～） 

・県医師会から推薦いただいた各圏域の協力医療機関・医師について、児童相談所、各施設に周知を図っ

た。（令和４年11月） 

・対応が難しい子どもへの対応について、リーフレットの作成を予定している。（年度内） 

・国が配備した児相システムや県庁ノーツデータベースの活用をして、児相と家庭支援課の情報共有を図

っている。 

４ 児童相談所の組織体制の見直し 

  児童相談所の組織体制の見直しについては、組織・定数を所管している総務部で検討中である。 
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とっとりリトルベビーハンドブックの作成について 

令和４年１１月２１日 
家 庭 支 援 課 

 
出生時の体重が2,500g未満の低出生体重児のための母子健康手帳の副読本として、鳥取県版リトルベビー

ハンドブックを作成しましたので、報告します。 

 

１ リトルベビーハンドブック作成の背景等について 
○晩産化や不妊治療などにより小さく生まれる子どもが増えてきている状況の中、十分な情報がなく、不安 

な思いをされている保護者をフォローする取組として、静岡県が平成30年4月から市町村の交付する通 

常の母子健康手帳に加えて配付を開始した。 

○低出生体重児の場合、身長・体重などの成長や運動・精神の発達が正期産児と比べて遅れることが多く、 

通常の母子健康手帳では記録できない項目もある。 

○発達の遅れや入院中の様子など、個人差を考慮した記録ができるため、低出生体重児の育児で大きくなる 

保護者の心理的な負担を軽減することができる。 

（参考） 

・静岡県の取組が、全国知事会次世代育成支援対策プロジェクトチーム会議で紹介され、令和３年度 

は11県が作成している。 

・令和2年度の県内出生数3,800人のうち、190件（人）に対して市町村による未熟児訪問指導が行 

われており、毎年約200人分の配付を予定している。 

２ 取組状況 

（1）関係者からの意見聴き取り 

○6月10日に、鳥取大学医学部附属病院のNICU・GCU患者家族会「カンガルーファミリーの会」と「さくら 

んぼの会」、国際母子手帳委員会の坂東事務局長と意見交換を実施し、家族会の方から出産に至るまでの 

エピソードや思いをお聴きし、坂東事務局長からは手帳作成の助言をいただいた。 
 
（意見） 

・母子健康手帳は記入できる項目が少なく、白紙が多かった。フォローアップの受診や予防接種のとき 

に病院のスタッフが開くくらいで、自分で開いて見ることはほとんどなかった。（家族会） 

・医療従事者が良かれと思って書いたことが、保護者にとっては傷つくこともある。医療従事者視点か 

らの情報提供は必要だが、そのような情報が多いと保護者の不安が増強する可能性もある。 

（事務局長） 
※NICU：新生児集中治療管理室、GCU:新生児回復治療室 
※カンガルーファミリーの会：鳥取大学医学部附属病院のNICU・GCUに入院経験のある出生体重2000g 

  未満で生まれた子どもと保護者を対象にした家族会 
※さくらんぼの会：早産、染色体異常(21トリソミー、18トリソミー、13トリソミー)、口唇口蓋裂、 
家で医療処置(在宅酸素、経管栄養、人工呼吸器など)が必要な子どもと保護者を対象にした家族会 

 
○10月上旬に鳥取県周産期医療協議会及び市町村からも意見をいただいた。 
（意見） 
 ・NICU退院後に薬を何種類も処方されている子も多いので、退院後の医療的ケアなどを書く欄は多めに 

あったほうがよいのではないか。（鳥取県周産期医療協議会委員） 
    ・月齢記録の記入欄に「がんばりメモリー」とタイトルをつけていたが、十分に頑張っておられる皆さ 

んなので「がんばり」という表現を気にされる方があるかもしれない。（市町村） 
  
（2）リトルベビーハンドブック作成検討会 

  開催：6月29日、8月9日、9月28日の計3回 

  構成員：総合周産期医療拠点（県立中央病院及び鳥取大学医学部附属病院）の医師や看護師、鳥取療育園 

の理学療法士、家族会、市町村保健師 

３ 今後の予定 

○令和5年1月から、県内のNICUを通じて対象者に配付する。 

○配付前にNICUを退院した低出生体重児の保護者には、希望された方に市町村から配付する。 
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※実際の大きさはA6サイズ 

                              

表紙                       低出生体重児に起こりやすいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

 

 

 

 

下図左がとっとりリトルベビーハンドブックに掲載している、身長・体重曲線を記載するページ。本県版は、

家族会の意見をふまえ、発育曲線を除いた。（極低出生体重児用発育曲線を記載したページは県のホームページか

らダウンロードできる。） 

下図右が通常の母子健康手帳に掲載されている乳児身体発育曲線のページ。 
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鳥取県私立高等学校総合支援金に係る個人情報が記載された書類の誤送付の発生について 

 
令和４年１１月２１日 

総 合 教 育 推 進 課 

 

 鳥取県私立高等学校総合支援金（家庭の教育費負担を軽減するため、本県が私立学校に対して行う補

助金）に係る変更承認通知を私立学校４校に郵送した際、当該通知に添付する書類（変更交付決定額一

覧）を誤った結果、個人情報が流出する事案が発生しました。 

 事案判明後は、直ちに、当該学校関係者に謝罪し、今回の経緯の説明を行うとともに、当該書類の回

収を行いました。 

 今後は、同様の事案が起きないよう再発防止策を講じて、個人情報の適切な管理に努めていきます。 

 
 
１ 事実判明日時 

   令和４年１０月２５日（火） 

 

２ 判明した経緯 

   ・令和４年１０月２１日（金）午後、鳥取県私立高等学校総合支援金変更承認通知書を私立学校

４校に発送。 

   ・令和４年１０月２５日（火）１５時４０分頃、私立学校（A 校）より、郵送物を開封したが、

他の私立学校（B 校）の書類が入っており、誤っているのではないかとの指摘があり、判明し

た。 

 

３ 流出した情報及び件数 

   変更交付決定額一覧に記載された、私立学校（B 校）の生徒氏名、認定番号、変更交付決定額 

１５０名分 

 

４ 原因 

   担当職員が、同時に４校分の発送作業の際に、十分な確認を行わないまま封入したこと、また、

複数人で内容物を確認しなかったことによるもの。 

 

５ 対応状況 

   判明後は、直ちに該当する私立学校（４校）に謝罪を行うとともに、今回の経緯を説明し、文書

の回収を行った。なお、A 校以外の３校は未開封状態のまま回収を行った。 

 

６ 具体的な被害報告 

   なし 

 

７ 再発防止策 

   書面の発送にあたっては、複数職員で内容物の確認を行う基本ルールの厳守を再徹底するととも

に、発送前チェックリストを作成し、チェックリストに基づき、封入・封かんの手順ごとに複数職

員での確認を経て発送するなど、個人情報の適切な管理を徹底する。 
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